
広告掲載基準　　 2022年5月16日改訂箇所  

【変更点】   【備考】 

3.　表示に関する注意  

6. 価格表示  
 

　 価格表示については、消費税を含む総額表示を行ってください。  

「6.価格表示」の項目を追加 

4.　掲載できない広告  

1. 掲載できない商品・サービス  
 

12. 模造品、第三者が権利を有している商標権等の知的財産権を侵害するもの  
13. 銃器、銃刀法違反に該当する刃物類、クロスボウなど、武器として使用されるおそれのもの  
14. スタンガン、催眠スプレーなど、危険性のある護身用品  
15. ピッキング道具、盗聴・盗撮用小型カメラなど、犯罪に使用されるおそれのあるもの  
16. 合法ドラッグ・脱法ハーブ等と呼ばれる危険ドラッグ  
17. 希少野生動植物種の取引や、希少野生動植物種の個体等を使用しているおそれのある加工品  

 

左記12〜17項目を追加 

 

02. 掲載できない広告  
 
 

16. 自然災害、大規模感染症、テロ、紛争等の有事に便乗して利益を得ようとしているもの、またはそうした事象への適正な配慮に欠けている表現  

 

左記16項目を追加 

6.　商品、サービス別の掲載基準  

13. 政党広告  
 

以下の期間については掲載することができません。  
・各種選挙の公示・告示日から選挙期日までの間  

 
 
左記のとおり掲載不可となる期間を追加 

17. 募金・寄付金の募集、寄付型クラウドファンディング  
 

以下の掲載基準を満たす必要があります。  
・募集の主体が明らかで、目的・活動内容に公共性があること  
・主体者の過去の活動実績および収支実績が確認できること  
・募金・寄付金の使途が明瞭であること  

「17.募金・寄付金の募集、寄付型クラウドファン
ディング」の項目を追加 

赤字＝追加


